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問合せ　成長戦略室（内線331）

　ふるさと納税型クラウドファンディング（以下：CF）の一種で、企業や個人事業主等と町
が共同してプロジェクトを立ち上げ、ふるさと納税の寄附者による支援により、新たな地
場産品を創り出す仕組みです。本取り組みは、地場産品を創り出すことで、新たな産業や
雇用を創り出し、地域の活性化を目指すものです。また、新たに創り出された地場産品を
ふるさと納税の返礼品として提供いただくことで寄附の増大にもつなげます。
　具体的には、町内で新たな地場産品を製造、加工、開発いただける事業者を募り、プ
ロジェクト単位でふるさと納税型CFを実施します。寄附金が目標に達成した事業者に対し
て、寄附金の40%を事業開始に対する補助金として交付します。詳しくは、本町ふるさと
納税特設サイトをご覧ください。

と　き：2月4日（火）　第1部：午前10時～　　第2部：午後2時～
ところ：町役場　3階　大会議室
　※篠島・日間賀島の事業者様やご都合が合わない事業者様は個別にご相談ください。

＜＃ふるさと納税3.0とは？＞

＜第1弾プロジェクトの達成状況＞
▶安心・安全　名物ジャンボエビフライ品質向上プロジェクト

▶「南知多しらす」の美味しさ発信＆ブランド最大化プロジェクト

▶イタリアン伝統ドルチェを全国に！五感で楽しむ南知多のイタリア旅プロジェクト

▶ご家庭で自家製味噌を作ろう！伝統ある徳吉醸造の味と健康を全国に！

▶県内初の養殖牡蠣をブランド化プロジェクト

＜＃ふるさと納税3.0事業者説明会＞

特設サイト

【寄附金額】: 45,533,000円
【目標金額】: 26,825,000円
【達成率】: 169%　【支援人数】: 1,738人
【寄附金の使い道】: 冷凍設備の更新

【寄附金額】: 163,314,000円
【目標金額】: 　66,269,500円
【達成率】: 246%　【支援人数】: 18,308人
【寄附金の使い道】: 冷凍設備の新設・更新

【寄附金額】: 1,051,000円
【目標金額】: 　830,000円
【達成率】: 126%　【支援人数】: 76人
【寄附金の使い道】: ドルチェ製造用キッチン設備導入

【寄附金額】: 1,009,000円
【目標金額】: 　343,000円
【達成率】: 249%　【支援人数】: 123人
【寄附金の使い道】: 真空包装機の導入

【寄附金額】: 2,042,000円
【目標金額】: 1,410,000円
【達成率】: 144%　【支援人数】: 123人
【寄附金の使い道】: 養殖用バスケットの購入

「＃ふるさと納税3.0」第1弾の事業化が決定！
予想を上回るご好評につき来年度もプロジェクトを募集します！
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勤務先 募集
人員 仕事内容 雇用期間 応募条件 １日当りの

勤務時間 報酬 担当課

１人 介護支援
専門員

介護予防支援および
相談業務

7年4月～
8年3月

（242日間）

介護支援専門員資格
を有する方

社会保険および雇用
保険に加入

１日7.5時間
週5日
(応相談)

1,134円/
時間

ふくし課
（内線 131）

ふくし課

１人 一般
事務

ふくし課の所管する業
務全般の補助事務

7年4月～
8年3月

（242日間）

社会保険および
雇用保険に加入

１日7時間
週5日

1,082円/
時間

ふくし課
（内線 136）

まちなみ
環境課 １人 一般

事務

まちなみ環境課の所
管する業務全般の
補助事務

7年4月～
8年3月

（192日間）

社会保険および
雇用保険に加入

１日7.5時間
週4日

1,082円/
時間

まちなみ
環境課

（内線 524）

日間賀
小学校 １人

7年4月～
8年3月

（120日間）

学校において支援が
必要な子どもたちへの
サポートができる方

8:30～15:30
の内5時間
月～金（週3日）

南知多
中学校 １人 学習・生活

支援員

支援が必要な児童へ
の学習や

集団生活のサポート、
授業準備等

7年4月～
8年3月

（200日間）

・学校において支援が必要な子
どもたちへのサポートができる方
・介護や介助経験がある方（未
経験者でも可）
・社会保険および雇用保険加入 8:30～15:30の

内5時間
月～金（週5日）

1,091円/
時間

篠島
中学校 １人

7年4月～
8年3月

（200日間）

・学校において支援が
必要な子どもたちへの
サポートができる方
・社会保険および雇用保険加入

教育課
（内線 553）

南知多
中学校 １人 養護教諭

補助
養護教諭の事務補助・

生徒対応等

7年4月～
8年3月

（120日間）

養護教諭免許状を
有する方

（養護教諭免許状を
有しない方でも可）

8:30～14:30
1日6時間

月～金（週3日）

資格有
1,178円/時間
資格無

1,091円/時間

町内
小中学校

7人 非常勤
講師

ラーケーションによる
教職員の負担軽減に
かかる業務（授業）

7年4月～
8年3月

（120日間）

教員免許状を
有する方

週１～3日
週１5時間未満

2,830円/
時間

内海保育所
かるも保育所
大井保育所

3人 保育
補助員

早朝または延長保育、
土曜保育等における
保育士の補助業務

7年4月～
8年3月

（242日間）

社会保険および
雇用保険に加入
※保育資格不要

１日４時間
週5日

1,091円/
時間

学校給食
センター

１人 栄養士 学校給食の献立・
調理等に関する業務

7年4月～
8年3月

（242日間）

栄養士資格取得者（栄
養教諭等学校給食業務
経験者優先）社会保険
および雇用保険に加入

1日7.5時間
週5日

1,117円/
時間

健康
こども課

（内線 540）うみっこ放課後
児童クラブ
豊浜放課後
児童クラブ

3人
程度 支援員

保護者が労働などに
より家庭にいない
子どもたちの遊びや
生活を見守る

7年4月～
8年3月

子どもたちへのサ
ポートができる方
週１日でもOK

【平日】
14:30～18:30
【夏休み等】
7:45～18:30

《常時2名体制で実施
するため、ローテー
ションを編成し勤務
していただきます。》

（教員・保育士
等資格有）
1,178円/時間
（資格無）
1,091円/時間

小学校の
通学路など １人 交通

指導員

児童の通学時の交通
指導、その他一般通
行者の交通指導

7年4月～
8年3月
11カ月（8月
は除く）

社会保険および
雇用保険に加入

7:30～9:00およ
び13:30～16:30
1日4.5時間 週5日

117,452円
/月

防災交通課
（内線 222）

教育課
☎65-1294

受付期間　2月3日（月）～21日（金）
試 験 日　2月下旬～3月中旬を予定（後日、担当課から連絡します。）
提出書類　採用申込書、資格証明書の写し（資格証明書の写しについては必要な職種のみ。）
　　　　　採用申込書は各担当課でお渡しします。町公式ホームページからもダウンロードできます。
申 込 み　提出書類を各担当課へお持ちください。郵送やインターネットによる申し込みはできません。
問 合 せ　各担当課までお問い合わせください。

※①②いずれにも当てはまる場合は期末勤勉手当が支給されます。①週15.5時間以上
勤務②6カ月以上任用見込みがある　※各募集内容は変更となる場合があります。

令和7年４月からの会計年度任用職員を募集します!令和7年４月１日
採用予定

HP番号　1003145
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勤務先 募集
人員 仕事内容 雇用期間 応募条件 １日当りの

勤務時間 報酬 担当課

１人 介護支援
専門員

介護予防支援および
相談業務

7年4月～
8年3月

（242日間）

介護支援専門員資格
を有する方

社会保険および雇用
保険に加入

１日7.5時間
週5日
(応相談)

1,134円/
時間

ふくし課
（内線 131）

ふくし課

１人 一般
事務

ふくし課の所管する業
務全般の補助事務

7年4月～
8年3月

（242日間）

社会保険および
雇用保険に加入

１日7時間
週5日

1,082円/
時間

ふくし課
（内線 136）

まちなみ
環境課 １人 一般

事務

まちなみ環境課の所
管する業務全般の
補助事務

7年4月～
8年3月

（192日間）

社会保険および
雇用保険に加入

１日7.5時間
週4日

1,082円/
時間

まちなみ
環境課

（内線 524）

日間賀
小学校 １人

7年4月～
8年3月

（120日間）

学校において支援が
必要な子どもたちへの
サポートができる方

8:30～15:30
の内5時間
月～金（週3日）

南知多
中学校 １人 学習・生活

支援員

支援が必要な児童へ
の学習や

集団生活のサポート、
授業準備等

7年4月～
8年3月

（200日間）

・学校において支援が必要な子
どもたちへのサポートができる方
・介護や介助経験がある方（未
経験者でも可）
・社会保険および雇用保険加入 8:30～15:30の

内5時間
月～金（週5日）

1,091円/
時間

篠島
中学校 １人

7年4月～
8年3月

（200日間）

・学校において支援が
必要な子どもたちへの
サポートができる方
・社会保険および雇用保険加入

教育課
（内線 553）

南知多
中学校 １人 養護教諭

補助
養護教諭の事務補助・

生徒対応等

7年4月～
8年3月

（120日間）

養護教諭免許状を
有する方

（養護教諭免許状を
有しない方でも可）

8:30～14:30
1日6時間

月～金（週3日）

資格有
1,178円/時間
資格無

1,091円/時間

町内
小中学校

7人 非常勤
講師

ラーケーションによる
教職員の負担軽減に
かかる業務（授業）

7年4月～
8年3月

（120日間）

教員免許状を
有する方

週１～3日
週１5時間未満

2,830円/
時間

内海保育所
かるも保育所
大井保育所

3人 保育
補助員

早朝または延長保育、
土曜保育等における
保育士の補助業務

7年4月～
8年3月

（242日間）

社会保険および
雇用保険に加入
※保育資格不要

１日４時間
週5日

1,091円/
時間

学校給食
センター

１人 栄養士 学校給食の献立・
調理等に関する業務

7年4月～
8年3月

（242日間）

栄養士資格取得者（栄
養教諭等学校給食業務
経験者優先）社会保険
および雇用保険に加入

1日7.5時間
週5日

1,117円/
時間

健康
こども課

（内線 540）うみっこ放課後
児童クラブ
豊浜放課後
児童クラブ

3人
程度 支援員

保護者が労働などに
より家庭にいない
子どもたちの遊びや
生活を見守る

7年4月～
8年3月

子どもたちへのサ
ポートができる方
週１日でもOK

【平日】
14:30～18:30
【夏休み等】
7:45～18:30

《常時2名体制で実施
するため、ローテー
ションを編成し勤務
していただきます。》

（教員・保育士
等資格有）
1,178円/時間
（資格無）
1,091円/時間

小学校の
通学路など １人 交通

指導員

児童の通学時の交通
指導、その他一般通
行者の交通指導

7年4月～
8年3月
11カ月（8月
は除く）

社会保険および
雇用保険に加入

7:30～9:00およ
び13:30～16:30
1日4.5時間 週5日

117,452円
/月

防災交通課
（内線 222）

教育課
☎65-1294

受付期間　2月3日（月）～21日（金）
試 験 日　2月下旬～3月中旬を予定（後日、担当課から連絡します。）
提出書類　採用申込書、資格証明書の写し（資格証明書の写しについては必要な職種のみ。）
　　　　　採用申込書は各担当課でお渡しします。町公式ホームページからもダウンロードできます。
申 込 み　提出書類を各担当課へお持ちください。郵送やインターネットによる申し込みはできません。
問 合 せ　各担当課までお問い合わせください。

※①②いずれにも当てはまる場合は期末勤勉手当が支給されます。①週15.5時間以上
勤務②6カ月以上任用見込みがある　※各募集内容は変更となる場合があります。

令和7年４月からの会計年度任用職員を募集します!令和7年４月１日
採用予定

HP番号　1003145

☎65－0711　FAX65－0694
minamichita@town.minamichita.lg.jp

職務内容　農業用水揚水機場（20カ所）および配管施設等の維持管理
　　　　　（業者への工事委託、立会、工事記録作成、漏水対応など）
　　　　　多面的機能支払交付金事業（国交付金/16工区）の事務、経理
　　　　　（上記事業に係る事務、各工区との調整、業者への工事委託、工事記録作成など）
募集人員　１人
応募資格　満60歳以上64歳以下の者（昭和39年4月2日～昭和35年4月1日生）
　　　　　揚水機場、水道等配管施設の維持管理経験がある者
　　　　　パソコン操作（ワード、エクセル、メール、インターネット等）ができる者
　　　　　普通自動車運転免許証（AT限定可）を有し、業務上従事できる者
採用期間　令和7年4月1日から満65歳に到達する年度末まで
勤務時間および休日休暇
　　　　　勤務時間　午前8時30分～午後5時15分（昼休憩60分）
　　　　　休日休暇　土曜、日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）および夏季休暇5日間
給 与 等　基本給：月額228,280円（昇給なし、変更等になる場合があります）、手当：期末・勤
　　　　　勉手当、管理職手当、通勤手当、社会保険等：健康保険（協会けんぽ）、厚生年金、
　　　　　労働保険、福利厚生
応募手続　指定の「事務局長採用試験受験申込書」を当改良区にて配布しますので、必要事項を
　　　　　記入し、顔写真貼付けのうえ本人がお持ちください。
応募期間　2月10日（月）～2月28日（金）　（土日、祝日を除く）
選考方法　(1)第一次試験：書類選考
　　　　　　（提出された「事務局長採用試験受験申込書」をもとに選考）
　　　　　(2)第二次試験：面接試験
　　　　　　（詳細については、第一次試験合格者に別途通知します。）
そ の 他　この試験において提出された応募書類は返却いたしません。

知多南部土地改良区事務所

知多南部土地改良区事務局長募集
問合せ　知多南部土地改良区　☎65-2733
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（注）会計年度任用職員を含みます。

６．職員の服務の状況（令和5年度）

９．公平委員会の業務の状況（令和5年度）

⑷職員の災害補償

（注）公平委員会の事務は、愛知県に委託しています。

イ．通勤災害認定件数

ア．公務災害認定件数

⑶職員健康診断

８．職員の福祉および利益の保護の状況（令和5年度）

７．職員の研修および勤務成績の評定の状況（令和5年度）

⑴共済組合負担金
（地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）に基づく地方職員共
済組合等に対する地方公共団体の負担金：普通会計）

⑵勤務成績の評定の概要　
人事評価制度に基づき、全職員を対象とした勤務成績の評定を実施している。

⑴研修の状況　　　

５．職員の分限および懲戒処分の状況（令和5年度）
⑴職員の分限処分の状況

⑵職員の懲戒処分の状況

勤務時間の状況（変則勤務職場等を除く一般的な職場）
（令和5年4月1日現在）

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

４．職員の休業に関する状況（令和5年度中に新たに取得した職員数）

⑵職員互助会
（職員の相互共済および福利増進を図るため全職員が加入する職員互助会
に対する補助）

⑻特別職の報酬等の状況（令和6年4月1日現在）

③ ①②を除き報酬を得て事業若しくは事務に従事するもの

① 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の
 団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ねるもの

区　　　　　　分

計

② 自ら営利を目的とする私企業を営むもの

許可件数

0件

27件

0件
27件

勤務条件に関する措置要件件数
不利益処分に関する不服申立ての状況

業務の種類 件数
0件
0件

0件
出勤途上 退勤途上 合計

0件 0件

3件

合
計

0件

疾　　病負　　傷

0件 0件3件 3件0件0件0件

自己職
務遂行
中

出張
中

その
他 計 職業

病 計
公務上の
負傷に起
因する疾
患

その他公
務起因性
の明らか
な疾病

対象職員数区　　分
62人

受診者数
定期健康診断
人間ドック

未受診者

5人152人217人

執行額
193,526,823円

一人当たりの負担額
967,634円

目的 本人評価と評価結果通知による公正で透明性のある評価の実現および目標管理や面談による効果的な人材
育成と組織マネジメント能力の向上を図ることを目的とする。

実施人数 186人

一般研修　　　295人
（職員がその職務を遂行するた
めに必要な知識、技能、態度その
他基礎的教養を修得する研修）

研修区分

派遣研修　　　　1人
（職員を他の教育研究機関等に派遣し必
要な知識および技能を修得する研修）

特別研修　　　　53人
（一般研修以外の研修で、職
務の遂行に密接な関係のある
知識および技能を専門的に習
得する研修）

研修名等

愛知県実務研修

⑴内部研修　新規採用職員研修、普通救急法講習会、被評価者研修、レジリエンス研修、
　リーダー向けレジリエンス研修
⑵知多５町研修協議会　新規採用職員研修、一般職員前期研修、一般職員後期研修、係長研修、課長研修、課長
　補佐研修、部長研修
⑶市町村振興協会研修センター　課長補佐研修、部長研修
⑴市町村振興協会研修センター
　複式簿記研修、プレゼンテーション研修、ファシリテーション研修、法制執務研修、タイムマネジメント研修、コーチング研
　修、地方税研修、民法研修、地方自治研修、財政担当初任者実務研修、みんなで取り組む職場のメンタルヘルス研修、メン
　タルタフネス講座、リスクマネジメント研修、チームマネジメント研修、DX研修採用面接研修、問題解決能力向上研修、広
　報戦略研修、部下とのコミュニケーション研修、情報公開・個人情報保護研修、キャリアアップ
⑵その他研修機関　メンタルヘルス講座（ラインマネージメント、メンタルタフネス、ハラスメント）

処分の種類
休　　職 3人

0人

処分者数

降　　任

理　　　　　由

免　　職

心身の故障のため、長期の休養を要する場合

0人

0人

処分の種類

停　　職
0人

処分者数
免　　職

処　分　事　由

地方公務員法第33条（信用失墜行為の禁止）
0人減　　給
1人戒　　告

正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻
７時間４５分 12：00～13：00

休憩時間
17：158：30

9人1人計

男　性
1人
0人

区　分

6人

女　性
3人

部分休業取得者数
育児休業取得者数

町補助金額
0円

会員数
198人

町　長
副町長

区　分

教育長

給料月額　×　３９．２/１００　×　在職月数

給料月額　×　１９．１/１００　×　在職月数

退職手当

給料月額　×　２３．５/１００　×　在職月数

621,000円

報酬等の月額
794,000円町　長

区　分

270,000円

期末手当

355,000円
570,000円

議　員 244,000円

副町長 令和5年度支給割合
６月期　1.650月分
12月期　1.750月分
合　計　3.40月分

教育長
議　長
副議長
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（注）会計年度任用職員を含みます。

６．職員の服務の状況（令和5年度）

９．公平委員会の業務の状況（令和5年度）

⑷職員の災害補償

（注）公平委員会の事務は、愛知県に委託しています。

イ．通勤災害認定件数

ア．公務災害認定件数

⑶職員健康診断

８．職員の福祉および利益の保護の状況（令和5年度）

７．職員の研修および勤務成績の評定の状況（令和5年度）

⑴共済組合負担金
（地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）に基づく地方職員共
済組合等に対する地方公共団体の負担金：普通会計）

⑵勤務成績の評定の概要　
人事評価制度に基づき、全職員を対象とした勤務成績の評定を実施している。

⑴研修の状況　　　

５．職員の分限および懲戒処分の状況（令和5年度）
⑴職員の分限処分の状況

⑵職員の懲戒処分の状況

勤務時間の状況（変則勤務職場等を除く一般的な職場）
（令和5年4月1日現在）

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

４．職員の休業に関する状況（令和5年度中に新たに取得した職員数）

⑵職員互助会
（職員の相互共済および福利増進を図るため全職員が加入する職員互助会
に対する補助）

⑻特別職の報酬等の状況（令和6年4月1日現在）

③ ①②を除き報酬を得て事業若しくは事務に従事するもの

① 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の
 団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ねるもの

区　　　　　　分

計

② 自ら営利を目的とする私企業を営むもの

許可件数

0件

27件

0件
27件

勤務条件に関する措置要件件数
不利益処分に関する不服申立ての状況

業務の種類 件数
0件
0件

0件
出勤途上 退勤途上 合計

0件 0件

3件

合
計

0件

疾　　病負　　傷

0件 0件3件 3件0件0件0件

自己職
務遂行
中

出張
中

その
他 計 職業

病 計
公務上の
負傷に起
因する疾
患

その他公
務起因性
の明らか
な疾病

対象職員数区　　分
62人

受診者数
定期健康診断
人間ドック

未受診者

5人152人217人

執行額
193,526,823円

一人当たりの負担額
967,634円

目的 本人評価と評価結果通知による公正で透明性のある評価の実現および目標管理や面談による効果的な人材
育成と組織マネジメント能力の向上を図ることを目的とする。

実施人数 186人

一般研修　　　295人
（職員がその職務を遂行するた
めに必要な知識、技能、態度その
他基礎的教養を修得する研修）

研修区分

派遣研修　　　　1人
（職員を他の教育研究機関等に派遣し必
要な知識および技能を修得する研修）

特別研修　　　　53人
（一般研修以外の研修で、職
務の遂行に密接な関係のある
知識および技能を専門的に習
得する研修）

研修名等

愛知県実務研修

⑴内部研修　新規採用職員研修、普通救急法講習会、被評価者研修、レジリエンス研修、
　リーダー向けレジリエンス研修
⑵知多５町研修協議会　新規採用職員研修、一般職員前期研修、一般職員後期研修、係長研修、課長研修、課長
　補佐研修、部長研修
⑶市町村振興協会研修センター　課長補佐研修、部長研修
⑴市町村振興協会研修センター
　複式簿記研修、プレゼンテーション研修、ファシリテーション研修、法制執務研修、タイムマネジメント研修、コーチング研
　修、地方税研修、民法研修、地方自治研修、財政担当初任者実務研修、みんなで取り組む職場のメンタルヘルス研修、メン
　タルタフネス講座、リスクマネジメント研修、チームマネジメント研修、DX研修採用面接研修、問題解決能力向上研修、広
　報戦略研修、部下とのコミュニケーション研修、情報公開・個人情報保護研修、キャリアアップ
⑵その他研修機関　メンタルヘルス講座（ラインマネージメント、メンタルタフネス、ハラスメント）

処分の種類
休　　職 3人

0人

処分者数

降　　任

理　　　　　由

免　　職

心身の故障のため、長期の休養を要する場合

0人

0人

処分の種類

停　　職
0人

処分者数
免　　職

処　分　事　由

地方公務員法第33条（信用失墜行為の禁止）
0人減　　給
1人戒　　告

正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻
７時間４５分 12：00～13：00

休憩時間
17：158：30

9人1人計

男　性
1人
0人

区　分

6人

女　性
3人

部分休業取得者数
育児休業取得者数

町補助金額
0円

会員数
198人

町　長
副町長

区　分

教育長

給料月額　×　３９．２/１００　×　在職月数

給料月額　×　１９．１/１００　×　在職月数

退職手当

給料月額　×　２３．５/１００　×　在職月数

621,000円

報酬等の月額
794,000円町　長

区　分

270,000円

期末手当

355,000円
570,000円

議　員 244,000円

副町長 令和5年度支給割合
６月期　1.650月分
12月期　1.750月分
合　計　3.40月分

教育長
議　長
副議長

１．職員の任免および職員数に関する状況
⑴職員の採用・退職の状況（令和5年４月２日～令和6年４月１日）

（注）採用者数は、競争試験および選考により採用した職員数です。
　　　退職者数は、定年、自己都合等により退職した職員数です。

２．職員の給与の状況 
⑴人件費の状況（令和5年度普通会計決算）

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等が含まれます。

⑵職員給与費の状況（令和5年度普通会計決算）

（注）職員手当には退職手当は含まれていません。

⑶職員の初任給の状況（令和6年４月１日現在）

（注）採用試験に合格し、学校卒業後直ちに採用された者の初任給と、そ
の者が2年後に受けることとなる給料額について掲げたものです。

⑸級別職員数の状況（令和6年４月１日現在）

⑺職員手当の状況（令和6年4月1日現在）

⑷一般行政職の経験年数別・学歴別平均給料（令和6年４月１日現在）

（注）一般行政職とは、町職員の内、税務職、看護・保健職、福祉職、企
業職および技能労務職を除いた一般的な業務に従事する職員です。
また、数値の記載がない部分は、該当者がいない場合です。

⑹職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況（令和6年４月１日現在）

（注）平均給与月額は、令和5年４月分の給料および職員手当（期末・勤勉手
当を除く。）の合計を令和5年４月1日現在の職員数で除したものです。

（注） 職員一人当たり支給年額は、令和5年度決算額を令和5年４月１日現在の職員数
　　 （管理職手当受給職員を除く。）で除して算出した金額です。

⑵職員数（令和6年４月１日現在）

（注）職員数は、町長、副町長、教育長、県からの派遣職員2人、篠島保育
園からの派遣職員1人および再任用短時間勤務職員6人を除く常勤職
員数です。

南知多町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第５条
の規定に基づき令和5年度および令和6年４月１日における南知多
町の人事行政の運営等の状況について、次のように公表します。

南知多町長   石　黒　和　彦
いし       ぐろ       かず      ひこ

歳出額（Ａ）

15,772人

住民基本台帳人口
（令6.3.31） 実質収支 人件費（Ｂ）

4億2,491万円8千円87億801万2千円 18.3%

人件費率（Ｂ／Ａ）

15億9,934万4千円

182人
給　　料

給    与    費職員数
（Ａ） 計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当

9億5,773万1千円 526万2千円

一人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）

9,881万8千円 2億4,383万6千円6億1,085万円3千円

区　　分
一般行政職（大学卒）

初　任　給
202,400円

一般行政職（高校卒）

採用2年経過日給料額
214,400円
181,800円170,900円

経験年数10年
大学卒

経験年数15年区　分
306,650円257,700円

経験年数20年

高校卒
384,000円

－－ －

区    分
一般行政職

平均給料月額
340,821円
平均給与月額

296,415円
213,827円

39.6歳
技能労務職

平均年齢

224,735円 47.3歳

支給対象職種
職員全体に占める手当支給職員
の割合（令和5年度決算）

手当の種類（手当数）

支給対象職員一人当たり平均支給月額
（令和5年度決算）

代表的な手当の名称

特殊勤務
手当

全職種

16.7%

722円

4種類
防災手当

退職手当
区　分 自己都合

令和5年度中の
一人平均支給額 4,386千円

定年等

12,817千円

期　　末
1.200月分

期末・勤勉
手当

区　　分

12 月 期 1.250月分

令和5年度中の
一人平均支給額

６ 月 期

令和5年度支給実績

0.985月分
勤　　勉

1.035月分
計 2.02月分2.45月分

626,209円

職制上の段階、職務の級等による加算措置………有り

740,363円

職員一人当たり支給年額（令和5年度決算）
支給総額（令和5年度決算）時間外

勤務手当 183千円
32,593千円

扶養手当 配偶者
以 外

配偶者 6,500円
子１人につき10,000円
その他の者1人につき6,500円
高校生・大学生等の子については上
記の額に5,000円加算

住居手当 借 家 ・
借間居住者

16,000円を超える家賃に応じて
最高28,000円
運賃相当額の範囲内で支給
（上限55,000円） 

通勤手当

片道２㎞以上
交通機関利用者

5㎞まで2,000円から自動車等
の使用距離に応じて支給
（上限60km以上31,600円）

片道２㎞以上
自動車等使用者

採用者数
退職者数

13人
12人

職員数 203人

17人 11人33人

７級

6人16人

８級

部長

4人

上級
主事

71人

副主幹
主任主査
保育所長代理
主任保育士

主幹
保育所長

部長
課長

課長
主幹
保育所長

主事

28人

６級

主査
主任保育士

3.2%9.0% 5.9%17.7%8.6%38.2% 2.2%
186人

計

100%

１級

15.1%

３級２級 ４級 ５級区　分

職員数
構成比

標準的な
職務内容一

般
職

令和5年度

人事行政運営状況

☎65－0711　FAX65－0694
minamichita@town.minamichita.lg.jp
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HP番号　1002243

　その他の新着図書のタイトルは、メール配信でお知らせしています。

【今月のおはなし会】 ※申込不要・参加無料
と　き　2月19日（水）午前10時～10時30分 　定　員　保護者とお子さん　計15人
※町外在住の方もご参加いただけます。

【新着図書案内】
●大人向け
＜小説＞
　　・『眠れる森の殺人者』（佐藤 青南）・『密やかな結晶』（小川 洋子）
　　・『あさ酒』（原田 ひ香）　　　　　・『富士山』（平野 啓一郎）　
　　・『ゆびさきに魔法』（三浦 しをん） ・『たぶん私たち一生最強』（小林 早代子）
　　・『隣人のうたはうるさくて、ときどきやさしい』（白尾 悠）
＜その他＞
　　・『頂を目指して』（石川 祐希）
　　・『オレサマのトリセツ』（和田 秀樹）
　　・『戦争という魔性 歴史が暗転するとき』（保阪 正康）
●こども向け
＜絵本＞
　　・『でんしゃごっこ』（新井 洋行）
　　・『オレは「最強」だったから』（くすのき しげのり）
　　・『ボクは「弱虫」だったから』（　　　〃　　　　）

新刊一覧は
こちら

メール配信の
登録はこちら

令和7年3月31日の施設の閉館にともない、蔵書を希望者（南知多町在住の方のみ）に無償でお渡しす
る「図書譲渡会」を以下のとおりおこないます。

児童図書分館　図書譲渡会
　と　き　3月18日（火）～30日（日）
　　　　　火～金曜日　　　　14時～17時30分
　　　　　土・日曜日、祝日　　9時～17時30分
　　　　　※月曜日は休館日です。
　ところ　師崎公民館児童図書分館
　対　象　町在住の方
　備　考　・転売・営利目的での譲渡はお断りいたします。
　　　　　・先着順となります。
　　　　　・取り置きや譲渡する本についての問い合わせには対応できません。
　　　　　・本の持ち帰りに必要な袋は、各自でご用意ください。

町民会館図書室からのお知らせ
問合せ　教育課（内線556）

師崎公民館児童図書分館　図書譲渡会のおしらせ
問合せ　教育課　☎65-0711（内線556）

さとう　せいなん おがわ　ようこ

ひらの　けいいちろうはらだ　 ひか

みうら こばやし　 さよこ

しらお はるか

いしかわ　ゆうき

わだ　 ひでき

ほさか　まさやす

あらい　ひろゆき
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HP番号　1002243

　その他の新着図書のタイトルは、メール配信でお知らせしています。

【今月のおはなし会】 ※申込不要・参加無料
と　き　2月19日（水）午前10時～10時30分 　定　員　保護者とお子さん　計15人
※町外在住の方もご参加いただけます。

【新着図書案内】
●大人向け
＜小説＞
　　・『眠れる森の殺人者』（佐藤 青南）・『密やかな結晶』（小川 洋子）
　　・『あさ酒』（原田 ひ香）　　　　　・『富士山』（平野 啓一郎）　
　　・『ゆびさきに魔法』（三浦 しをん） ・『たぶん私たち一生最強』（小林 早代子）
　　・『隣人のうたはうるさくて、ときどきやさしい』（白尾 悠）
＜その他＞
　　・『頂を目指して』（石川 祐希）
　　・『オレサマのトリセツ』（和田 秀樹）
　　・『戦争という魔性 歴史が暗転するとき』（保阪 正康）
●こども向け
＜絵本＞
　　・『でんしゃごっこ』（新井 洋行）
　　・『オレは「最強」だったから』（くすのき しげのり）
　　・『ボクは「弱虫」だったから』（　　　〃　　　　）

新刊一覧は
こちら

メール配信の
登録はこちら

令和7年3月31日の施設の閉館にともない、蔵書を希望者（南知多町在住の方のみ）に無償でお渡しす
る「図書譲渡会」を以下のとおりおこないます。

児童図書分館　図書譲渡会
　と　き　3月18日（火）～30日（日）
　　　　　火～金曜日　　　　14時～17時30分
　　　　　土・日曜日、祝日　　9時～17時30分
　　　　　※月曜日は休館日です。
　ところ　師崎公民館児童図書分館
　対　象　町在住の方
　備　考　・転売・営利目的での譲渡はお断りいたします。
　　　　　・先着順となります。
　　　　　・取り置きや譲渡する本についての問い合わせには対応できません。
　　　　　・本の持ち帰りに必要な袋は、各自でご用意ください。

町民会館図書室からのお知らせ
問合せ　教育課（内線556）

師崎公民館児童図書分館　図書譲渡会のおしらせ
問合せ　教育課　☎65-0711（内線556）

さとう　せいなん おがわ　ようこ

ひらの　けいいちろうはらだ　 ひか

みうら こばやし　 さよこ

しらお はるか

いしかわ　ゆうき

わだ　 ひでき

ほさか　まさやす

あらい　ひろゆき

☎65－0711　FAX65－0694
minamichita@town.minamichita.lg.jp

HP番号　1002836

HP番号　1002836

加藤 詩織さん（フルート） 高田 美穂佳さん（筝曲）

重要文化財 旧内田家住宅　コンサート
アートで体感、文化財建造物の魅力⑧⑨

問合せ　教育課　　☎65-0711（内線556）

フルートコンサート
と　き 3月8日（土）　午後2時～3時
出演者 加藤 詩織さん（フルート・インディアンフルー
 ト）、おぎの ともこさん（ピアノ）
対象・定員　小学生以上　40人（申込多数の場合は抽選）
申込期限 2月20日（木）

筝曲コンサート
と　き 3月22日（土）　午後2時～3時
出演者 高田 美穂佳さん（筝）
対象・定員　小学生以上　30人（申込多数の場合は抽選）
申込期限 2月27日（木）

共通
ところ 尾州廻船内海船船主　内田家（内海字南側39）
参加費　　　800円（中学生以下は500円）
申込み  ①総合体育館へ電話、FAX
 　TEL：0569-65-2880　FAX：0569-65-2883
 ②メール　syakyou@town.minamichita.lg.jp
 ③二次元バーコード　右記の二次元バーコードを読み取ってお申し込みください。
 ・申し込み者1人につき2人分までのお申し込みとなります。
 ・お申し込みには以下の事項が必要です。
 　①参加希望される方全員の住所・氏名　②代表者の電話番号

ひな飾り展　尾州廻船内海船船主 内田家
問合せ　教育課　☎65-0711（内線556）

　尾州廻船主として栄えた内田佐七家ゆかりのひな飾りと、町教育
委員会が所蔵する様々なひな飾りを展示します。1年で最も華やぐこ
の季節ならではの華やかな文化財建造物をお楽しみください。
と　き　1月25日（土）～3月9日（日）
　　　　※期間中の土・日曜日、祝日にご覧いただけます。
　　　　※イベント実施等のため、土・日曜日であっても休館する場
　　　　合がございます。詳しくは町公式ホームページにてご確認
　　　　いただくか、電話にてお問い合せください。
ところ　尾州廻船内海船船主　内田家（内海字南側39）
　　　　※カーナビをお使いの方は住所を直接ご入力ください。
入館料　300円（中学生以下無料）
その他
　愛知県下の多数の博物館・資料館による「ひなまつりスタンプ・シ
ールラリー」に参加します。様々なおひなさまを楽しみながら、スタ
ンプ・シールを集めて賞品がもらえます。ラリーについての詳細は、
各施設で配布するラリーシートか、ひなまつりスタンプ・シールラ
リーXアカウント（@hina_rally）にてご確認ください。

かとう　　   しおり

たかだ　　　みほか そう
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特定最低賃金名 最低賃金額（時間額）

鉄鋼業 1,111円

輸送用機械器具製造業 1,081円

放送大学
４月入学生募集

　放送大学では2025年4月入学の学
生を募集中です。
　放送大学はテレビ等の放送やイン
ターネットを通して学ぶ通信制の大学
です。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など、幅広い分野を
学べます。
出願期間
　第1回は2月28日まで、第2回は3
月11日まで。
　詳しい資料を無料で差し上げてい
ますので、お気軽にお問い合わせく
ださい。

●問合せ
　放送大学愛知学習センター
　☎052-589-8333

愛知県特定最低賃金（2業種）
改正について

　特定最低賃金は、都道府県ごとに
特定の産業について設定されていま
す。
　愛知県では、12月16日から2業種
の特定最低賃金が改正されます。（参
考 : 愛知県最低賃金は10月1日より
時間額1,077円となりました。）
　詳しくは、愛知労働局ホームペー
ジをご覧いただきますようお願いいた
します。

愛知県消費生活モニターの
募集について

　県では、消費者を取り巻く様々な
問題に対応するため、消費生活モニ
ターとして消費者行政の推進にご協
力いただける方を募集します。
●モニターの主な活動
①日常生活の中で危険と思われる商
　品、不当な表示、悪質商法などの
　観察・県への情報提供（年2回程度）
②地域・周囲など身近な方への消費
　生活に関する情報の提供
③消費生活に関するアンケートへの
　回答（年1回）
④研修会（年1回の予定）への参加（交
　通費は自己負担）　　　　　  など
●応募条件　県内にお住まいの満18
　　　　　　歳以上の方
●任期　県が依頼した日から令和8
　　　　年3月31日まで
●謝礼　年額1,500円以内（予定）
●応募期間　令和7年1月9日（木）
　　　　　　から2月25日（火）まで
　　　　　　（消印有効）
●応募方法　南知多町役場産業振興
　　　　　　課の窓口にて応募票を
　　　　　　受け取り必要事項をご
　　　　　　記入のうえ、郵送また
　　　　　　は県のホームページか
　　　　　　らお申し込みください。
●応募・問合せ先
　県民文化局県民生活課
　☎052-954-6163
　メール
　kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp
　ホームページ
https://www.pref.aichi.jp/ken
min/shohiseikatsu/bout/monit
or.html

就学援助制度について

　経済的理由によりお子さんを町立
小中学校へ就学させることが困難な
場合、学用品費・給食費などを援助
する制度です。
　次のいずれかに該当する方のうち、
町教育委員会が所得状況を審査し、
支給対象者を決定します。

・生活保護が停止または廃止された
方

・町民税が非課税または減免された
方

・個人事業税または固定資産税が減
免された方

・国民年金の掛金が減免または国民
健康保険税が減免もしくは徴収猶
予された方

・児童扶養手当が支給された方（児
童手当とは異なります）

・生活福祉資金の貸付を受けた方
・失業対策事業適格者手帳を持って
いる方、または職業安定所登録日
雇労働者である方

・保護者の死亡、災害、その他経済
的に児童生徒の就学が困難となる
特別の事情がある場合（なお、生
活保護を受けている方は別途要保
護として援助いたします）

※詳しくは教育課へお問い合わせく
ださい。

●問合せ　教育課　内線554

相談・案内・その他 知らせお
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特定最低賃金名 最低賃金額（時間額）

鉄鋼業 1,111円

輸送用機械器具製造業 1,081円

放送大学
４月入学生募集

　放送大学では2025年4月入学の学
生を募集中です。
　放送大学はテレビ等の放送やイン
ターネットを通して学ぶ通信制の大学
です。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など、幅広い分野を
学べます。
出願期間
　第1回は2月28日まで、第2回は3
月11日まで。
　詳しい資料を無料で差し上げてい
ますので、お気軽にお問い合わせく
ださい。

●問合せ
　放送大学愛知学習センター
　☎052-589-8333

愛知県特定最低賃金（2業種）
改正について

　特定最低賃金は、都道府県ごとに
特定の産業について設定されていま
す。
　愛知県では、12月16日から2業種
の特定最低賃金が改正されます。（参
考 : 愛知県最低賃金は10月1日より
時間額1,077円となりました。）
　詳しくは、愛知労働局ホームペー
ジをご覧いただきますようお願いいた
します。

愛知県消費生活モニターの
募集について

　県では、消費者を取り巻く様々な
問題に対応するため、消費生活モニ
ターとして消費者行政の推進にご協
力いただける方を募集します。
●モニターの主な活動
①日常生活の中で危険と思われる商
　品、不当な表示、悪質商法などの
　観察・県への情報提供（年2回程度）
②地域・周囲など身近な方への消費
　生活に関する情報の提供
③消費生活に関するアンケートへの
　回答（年1回）
④研修会（年1回の予定）への参加（交
　通費は自己負担）　　　　　  など
●応募条件　県内にお住まいの満18
　　　　　　歳以上の方
●任期　県が依頼した日から令和8
　　　　年3月31日まで
●謝礼　年額1,500円以内（予定）
●応募期間　令和7年1月9日（木）
　　　　　　から2月25日（火）まで
　　　　　　（消印有効）
●応募方法　南知多町役場産業振興
　　　　　　課の窓口にて応募票を
　　　　　　受け取り必要事項をご
　　　　　　記入のうえ、郵送また
　　　　　　は県のホームページか
　　　　　　らお申し込みください。
●応募・問合せ先
　県民文化局県民生活課
　☎052-954-6163
　メール
　kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp
　ホームページ
https://www.pref.aichi.jp/ken
min/shohiseikatsu/bout/monit
or.html

就学援助制度について

　経済的理由によりお子さんを町立
小中学校へ就学させることが困難な
場合、学用品費・給食費などを援助
する制度です。
　次のいずれかに該当する方のうち、
町教育委員会が所得状況を審査し、
支給対象者を決定します。

・生活保護が停止または廃止された
方

・町民税が非課税または減免された
方

・個人事業税または固定資産税が減
免された方

・国民年金の掛金が減免または国民
健康保険税が減免もしくは徴収猶
予された方

・児童扶養手当が支給された方（児
童手当とは異なります）

・生活福祉資金の貸付を受けた方
・失業対策事業適格者手帳を持って
いる方、または職業安定所登録日
雇労働者である方

・保護者の死亡、災害、その他経済
的に児童生徒の就学が困難となる
特別の事情がある場合（なお、生
活保護を受けている方は別途要保
護として援助いたします）

※詳しくは教育課へお問い合わせく
ださい。

●問合せ　教育課　内線554

相談・案内・その他 知らせお

HP番号　1001279

　毎月の行事をお知らせしています！
　子育て支援センターへ親子で遊び
　にきませんか？
　詳しくは二次元コードをチェック！

障がいのある方や
ご家族の巡回相談

成年後見制度の巡回相談

　障がいの種別や問題の大きさに関
わりなく、ご相談ください。相談は
無料で、秘密は必ず守ります。前日
までの完全予約制となりますので、
事前にお申し込みをお願いします。

●とき　2月18日（火）
　　　　午後1時30分～４時
●ところ　役場相談室（1階）
※相談日にご都合のつかない方は、
　個別の相談も可能です。
●申込み・問合せ
　知多南部基幹相談支援センター
　ゆめじろう
　☎72-6464
　メール:soudan@dune.ocn.ne.jp
　わっぱる
　☎73-3201
　メール:soudan-co@wappa-no-kai.jp

　認知症や知的障がい、精神障がい
のため判断能力が十分でない方のた
めに、主に法律面で支援する制度が
あります。
　制度利用の仕方、申し立ての手続
き、制度自体を知りたい方は事前に
お申し込みのうえ、お気軽にご利用
ください。

●とき　2月27日（木）　
　　　　午後1時30分～4時30分
●ところ　役場相談室（1階）
●申込み・問合せ
　知多地域権利擁護支援センター
　☎0562-39-3770
　（平日午前9時～午後5時）

　働きたいけど「自信がない」、「不安
だ」などの悩みに対して、キャリアコ
ンサルタントがニーズに合わせ支援を
行います。

●とき　3月5日(水)
　　　　①午後2時～
　　　　②午後3時～
●ところ　役場第2会議室
●対象・定員
　15歳～49歳の就業も通学もしてい
　ない若者やそのご家族2組
　各50分間
　（先着順　予約優先・無料）
●問合せ ちた地域若者サポートス
 テーション
 ☎89‐7947
 HP番号：1001477

家族みんなで語り合おう

　南知多・美浜地域精神障がい者家
族会（かもめ会）では、家族会の会員
さん以外のご家族の方どなたでも参
加できる形の例会「家族みんなで語り
合おう」を行います。
　家族だからこそ気持ちが分かるこ
とがあります。誰にも話せず、悩ん
だり困っていることが自分を苦しめて
いってしまいます。一人で抱え込まな
いために、少しお話を聞いてほしいく
らいの気持ちで、ご参加いただけた
らと思います。
｠
●とき　2月19日（水）
　　　　午後1時30分～3時
●ところ　旧河和南部公民館（美浜
　　　　　町）
　　　　　2階大会議室
●申込み・問合せ
　かもめ会事務所
　（ワークルームかもめ内）
　☎82‐5137

心配ごと相談
（内海・師崎）

〈内海〉
●とき　2月14日(金)
　　　　午後2時～4時
●ところ　町公民館内海分館
●相談員　人権擁護委員・行政
　　　　　相談委員・弁護士
〈師崎〉
●とき　2月27日(木)
　　　　午後2時～4時
●ところ　師崎公民館
●相談員　人権擁護委員・行政
　　　　　相談委員・弁護士
人権や行政に関する相談もできます。
※相談時間　1人30分まで
※相談日の前日までに予約をしてく
　ださい。（先着4人）
※毎月2回実施しています。
●問合せ　町社会福祉協議会
　　　　　☎65‐2687

【児童手当拡充による申請が未提出の方へ】
　制度改正により、新たに支給対象や加算対象となる方は役場
へ申請が必要です。
　まだ未提出の方は、経過措置として、令和7年3月31日まで
受付期間を延長しますので、速やかにご提出ください。
※ただし、当初期限の9月30日以降に申請のあった方は、支給
月が遅れる場合があります。
※特に町内に住所を有しないお子さんを養育している方は、通
知が届かない場合がありますので、申請漏れに注意してくださ
い。
【児童手当の定期支払日】　2月10日（月）
通帳記帳等で振込を確認してください。
●問合せ　健康こども課　内線542

令和6年能登半島地震災害
義援金（11月受付分）
ありがとうございました

・～やすらぎの書～ 澤田麗華様
　45,700円
・募金箱　184,805円
　受け付けした義援金は、日本赤十
字社愛知県支部に送金しました。
　この義援金は、日本赤十字社愛知
県支部を通じて、被災地の方々の生
活を支援するために使われます。
　義援金は令和7年12月26日まで受
け付けていますので、引き続きご協
力をお願いします。
●問合せ　ふくし課
　　　　　内線136～138

児童手当拡充の手続き（未提出の方への
最終告知）と支給日について

働きたい若者をサポートします
若者就職相談

さわだ　れいか

子育て支援センターだより

「おひさま」

相談・案内・その他 知らせお
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進化する自衛隊で成長する

▼エアクッション艇「LCAC」

▲水陸両用車「AAV7」

　1月13日～17日の5日間、南海トラフ地震を見据え、「孤立地域」における発災直後の初動対応を焦
点とした実動訓練「南海レスキュー2024」が、東海・近畿南部・四国・中国地方等で実施されました。
　訓練には陸・海・空の自衛隊を始めとして、米軍や豪軍等の他国軍、自治体、民間企業等が参加。
能登半島地震の教訓等を踏まえ、いずれ来る南海トラフ地震に備えました。

LCAC（エルキャック）とは

AAV7（エーエーブイセブン）とは

　高知県生見浜において、「道路が寸断され、多数の孤立地域が
発生した」という想定で、海上自衛隊の輸送艦「くにさき」から
LCACでの海上輸送により、道路復旧用の重機等を上陸させる
訓練を行いました。

　大量の空気を海面に噴出させながら浮上して航行するエアク
ッション艇で、海面との抵抗が少なく、高速で移動することが
可能です。また、港や桟橋がなくても直接海岸の砂地へ乗り上
げて、人員や車両を陸上に運ぶことができるため、港が津波で
被害を受けていても迅速に輸送を行うことができます。

　徳島県大里松原海岸において、水陸両用車「AAV7」による支
援物資の海上輸送訓練を行いました。

　1960年代にアメリカ合衆国で開発された水上航行の機能を
有する装甲兵員輸送車の一種で、地上では約70km/h、水上
ではウォータージェット推進を利用することにより約13km/h
で航行することが可能です。

　今号では、「南海レスキュー2024」の訓練の一部を紹介しました。
　本町においても、南海トラフ地震では篠島・日間賀島の海上輸送の課題や、半島側でも道路寸断による孤立化の
危険性があります。そのため、自衛隊を始めとする関係機関と連携を取りながら、防災対策を進めます。

問合せ：自衛隊愛知地方協力本部　半田地域事務所
　　　　☎21-0004

と　き　2月16日（日）　受付：午前９時～９時30分　説明：午前９時30分～午後0時30分
ところ　半田地方合同庁舎（半田市宮路町200-4）※名鉄住吉町駅から徒歩５分　※駐車場あり

概　要　参加機関の担当者による採用制度説明を実施します。個別相談も可。
　　　　当日は自衛隊の他にも、以下の機関が参加します。
　　　　〇愛知県警察半田警察署
　　　　〇知多中部広域事務組合消防本部
　　　　〇第四管区海上保安本部衣浦海上保安署
人　数　先着順30人

参加申込み　右記二次元コードを読み取り、申込フォームへ必要事項を入力して送信。
　　　　　　じ後、細部連絡あり。

ミッション1
海路から道路復旧用の車両を輸送せよ

ミッション2
海路から支援物資を輸送せよ

自衛隊に興味がある方「公安系公務員合同説明会」に参加しませんか。

申込みはこちら

防 災 安 全
通 信 Vol.

94

孤立地域へ救いの手を
「南海レスキュー2024」

問合せ　防災交通課（内線223）

安全・安心
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☎65－0711　FAX65－0694
minamichita@town.minamichita.lg.jp
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「消火栓」や「防火水槽」付近は

駐車禁止です！
「消火栓」や「防火水槽」付近は

駐車禁止です！
皆さんは、火災現場で消防隊員が放水している姿を見
たことがありますか？
　大きな火災になると、複数の消防車からホースが延長され、それぞれ
のホースから消防隊員が放水をし、消火活動が何時間にもおよぶ場合も
あります。
　その消防車が消火に使用する水は、池や川の水を吸い上げている場合
もありますが、多くの場合は道路上や歩道脇に設けられた消火栓や防火
水槽を使用しています。しかし、道路上に違法に駐車された車両によっ
て消火栓や防火水槽が使えなくなるといった事態が発生し、消火活動に
支障を来すことがあります。
　消火栓や防火水槽付近に駐車することは、法律でも禁止されています
ので、絶対に駐車しないでください。

こんな場所への駐車はやめましょう。
駐車が禁止されている主な場所
・消火栓、消防用防火水槽の給水口または吸管投入口から
５メートル以内の部分
・消防自動車等の車庫や消防用防火水槽またはこれらの道路
に接する出入口から５メートル以内の部分

　空気が乾燥するこの時季は、枯草から燃え広がる火災が多く発生します。実は、こうい
った火災は、南知多町でも毎年のように発生しています。
　枯草火災を起こさないためにも次のことに注意しましょう。

○屋外で火気を使用する場合は、消火できる準備をし、火が消えるまでその場を離れない

○風の強い日や乾燥している日は、屋外の火気の使用は避ける

○空地や畑の所有者などは、枯草を適切に処理する

○たばこの吸い殻は投げ捨てず、責任をもって処理する

　一人ひとりが気をつけて、枯草火災をなくしましょう。

問合せ　知多南部消防組合消防署　☎64-0119

枯草火災に注意‼
問合せ　知多南部消防組合消防本部予防課　☎64-0121（直通）

進化する自衛隊で成長する

▼エアクッション艇「LCAC」

▲水陸両用車「AAV7」

　1月13日～17日の5日間、南海トラフ地震を見据え、「孤立地域」における発災直後の初動対応を焦
点とした実動訓練「南海レスキュー2024」が、東海・近畿南部・四国・中国地方等で実施されました。
　訓練には陸・海・空の自衛隊を始めとして、米軍や豪軍等の他国軍、自治体、民間企業等が参加。
能登半島地震の教訓等を踏まえ、いずれ来る南海トラフ地震に備えました。

LCAC（エルキャック）とは

AAV7（エーエーブイセブン）とは

　高知県生見浜において、「道路が寸断され、多数の孤立地域が
発生した」という想定で、海上自衛隊の輸送艦「くにさき」から
LCACでの海上輸送により、道路復旧用の重機等を上陸させる
訓練を行いました。

　大量の空気を海面に噴出させながら浮上して航行するエアク
ッション艇で、海面との抵抗が少なく、高速で移動することが
可能です。また、港や桟橋がなくても直接海岸の砂地へ乗り上
げて、人員や車両を陸上に運ぶことができるため、港が津波で
被害を受けていても迅速に輸送を行うことができます。

　徳島県大里松原海岸において、水陸両用車「AAV7」による支
援物資の海上輸送訓練を行いました。

　1960年代にアメリカ合衆国で開発された水上航行の機能を
有する装甲兵員輸送車の一種で、地上では約70km/h、水上
ではウォータージェット推進を利用することにより約13km/h
で航行することが可能です。

　今号では、「南海レスキュー2024」の訓練の一部を紹介しました。
　本町においても、南海トラフ地震では篠島・日間賀島の海上輸送の課題や、半島側でも道路寸断による孤立化の
危険性があります。そのため、自衛隊を始めとする関係機関と連携を取りながら、防災対策を進めます。

問合せ：自衛隊愛知地方協力本部　半田地域事務所
　　　　☎21-0004

と　き　2月16日（日）　受付：午前９時～９時30分　説明：午前９時30分～午後0時30分
ところ　半田地方合同庁舎（半田市宮路町200-4）※名鉄住吉町駅から徒歩５分　※駐車場あり

概　要　参加機関の担当者による採用制度説明を実施します。個別相談も可。
　　　　当日は自衛隊の他にも、以下の機関が参加します。
　　　　〇愛知県警察半田警察署
　　　　〇知多中部広域事務組合消防本部
　　　　〇第四管区海上保安本部衣浦海上保安署
人　数　先着順30人

参加申込み　右記二次元コードを読み取り、申込フォームへ必要事項を入力して送信。
　　　　　　じ後、細部連絡あり。

ミッション1
海路から道路復旧用の車両を輸送せよ

ミッション2
海路から支援物資を輸送せよ

自衛隊に興味がある方「公安系公務員合同説明会」に参加しませんか。

申込みはこちら

防 災 安 全
通 信 Vol.

94

孤立地域へ救いの手を
「南海レスキュー2024」

問合せ　防災交通課（内線223）

安全・安心
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HP番号　1001109

詳しくはこちら

問合せ　知多南部消防組合　☎64-0119

と　　き　3月8日（土）
　　　　　午前9時～正午（3時間）
と こ ろ　知多南部消防組合
定　　員　15人（申し込み順）
受 講 料　無料
申込期限　2月28日（金）
受付時間　平日 午前9時～午後5時

消防団員を募集しています消防団員を募集しています
問合せ　防災交通課（内線225）

自転車の交通ルール罰則が
強化されました

自転車の交通ルール罰則が
強化されました

問合せ　防災交通課（内線224）
　現在、南知多町の消防団員が減少しており、
地域の安全と安心を守るための人材が不足してい
ます。
　南知多町を守るには、あなたの力が必要です。
「地域のヒーロー」として、南知多町を守りません
か？
　少しでも興味がある方は、防災交通課までご
連絡ください。

令和6年11月1日に改正道路交通法が施行とな
り、自転車酒気帯び運転および携帯電話使用等
に新たに罰則が整備されました。

<酒気帯び運転の罰則>
〇違反者 : 3年以下の懲役又は50万円以下の罰
金

〇自転車の提供者 : 3年以下の懲役又は50万円
以下の罰金

〇酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は30
万円以下の罰金

<携帯電話使用者の罰則>
〇違反者 : 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
○交通の危険を生じさせた場合 : 1年以下の懲役
又は30万円以下の罰金

また、令和5年4月1日よりヘルメットの着用が
努力義務化されました。交通ルールを遵守し、安
全な運転を心がけましょう。

　勇気を出して、あなたから救命のリレーを始めましょう。

　救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人が応急手当を行うことは、救命
に大きな効果があります。
　消防署では「心肺蘇生法」や「ＡＥＤの取り扱い」、「止血法」を中心とした普通救命講習
を開催します。
　大切な人の命を救えるのは、目の前にいるあなたです。
　ぜひ、受講してください。

「目の前で倒れた人に
あなたは何ができますか？」

普通救命講習開催のお知らせ

16R7.2

☎65－0711　FAX65－0694
minamichita@town.minamichita.lg.jp

知多南部消防組合　令和5年度の決算を公表します
知多南部消防組合　☎64-0119

●令和5年度火災・救急件数

●令和5年度末地方債現在高
……………………………5,566万2千円

歳入 7億7,189万8千円

歳出 7億6,348万円
●目的別内訳 ●性質別内訳

分担金および負担金
7億3,892万円（95.73%）

南知多町　　3億4,911万円
美 浜 町　　3億8,981万円

歳出合計
7億6,348万円

（100%）

歳出合計
7億6,348万円

（100%）

消防費
7億791万9千円
（92.72%）

人件費
5億9,498万1千円
（77.9%）

維持補修費
74万円（0.1%）

公債費 3,465万2千円（4.5%）

積立金
396万4千円
（0.5%）

投資的経費
2,808万3千円
（3.7%） 物件費

4,946万2千円
（6.5%）

議会費
17万4千円（0.02%）

公債費
3,465万2千円（4.54%）

総務費
2,073万5千円（2.72%） 扶助費 508万円（0.7%）

補助費等 4,651万8千円
（6.1%）

使用料および手数料
11万3千円（0.01%）

繰越金 792万6千円（1.03%）諸収入 173万8千円
（0.22%）

組合債
2,320万円
（3.00%）

財産収入 1千円（0.01%）

歳入合計
7億7,189万8千円

（100%）

　知多南部消防組合の財政運営状況を、町民
の皆さまに広く理解していただくため、令和
5年度の決算をお知らせします。
　消防組合の予算は、組合を構成する南知多
町および美浜町からの分担金を主な財源と
し、下記の目的別に予算を振り分けて運用し
ています。
　なお、歳入から歳出を差し引いた841万8
千円は、令和6年度予算に繰越金として組み
入れて運用しています。

災害対応特殊救急自動車（3号車） 193万2千円
緊急消防援助隊登録車両資機材搬送車 343万2千円
高規格救急自動車（4号車） 1,519万8千円
普通消防ポンプ自動車 1,190万円
高規格救急自動車（2号車） 2,320万円

1,359
1－

1,182
救急前年度比火災

+3

－
0

8
15

－2
+286+3

+224

2,542

前年度比
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23

美浜町
南知多町
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詳しくはこちら

問合せ　知多南部消防組合　☎64-0119

と　　き　3月8日（土）
　　　　　午前9時～正午（3時間）
と こ ろ　知多南部消防組合
定　　員　15人（申し込み順）
受 講 料　無料
申込期限　2月28日（金）
受付時間　平日 午前9時～午後5時

消防団員を募集しています消防団員を募集しています
問合せ　防災交通課（内線225）

自転車の交通ルール罰則が
強化されました

自転車の交通ルール罰則が
強化されました

問合せ　防災交通課（内線224）
　現在、南知多町の消防団員が減少しており、
地域の安全と安心を守るための人材が不足してい
ます。
　南知多町を守るには、あなたの力が必要です。
「地域のヒーロー」として、南知多町を守りません
か？
　少しでも興味がある方は、防災交通課までご
連絡ください。

令和6年11月1日に改正道路交通法が施行とな
り、自転車酒気帯び運転および携帯電話使用等
に新たに罰則が整備されました。

<酒気帯び運転の罰則>
〇違反者 : 3年以下の懲役又は50万円以下の罰
金

〇自転車の提供者 : 3年以下の懲役又は50万円
以下の罰金

〇酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は30
万円以下の罰金

<携帯電話使用者の罰則>
〇違反者 : 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
○交通の危険を生じさせた場合 : 1年以下の懲役
又は30万円以下の罰金

また、令和5年4月1日よりヘルメットの着用が
努力義務化されました。交通ルールを遵守し、安
全な運転を心がけましょう。

　勇気を出して、あなたから救命のリレーを始めましょう。

　救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人が応急手当を行うことは、救命
に大きな効果があります。
　消防署では「心肺蘇生法」や「ＡＥＤの取り扱い」、「止血法」を中心とした普通救命講習
を開催します。
　大切な人の命を救えるのは、目の前にいるあなたです。
　ぜひ、受講してください。

「目の前で倒れた人に
あなたは何ができますか？」

普通救命講習開催のお知らせ
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HP番号　1004946

ってどんな条例
？

Q.南知多町まちなみ景観条例って何？

Q.どうして条例を制定したの？

Q.条例があると何ができるの？

A.南知多町の景観を守るための制限や必要な届出と、良好な
景観を次世代に引継ぐための取り組みを定めた条例です。

　　また、良好な景観に関する事項について、調査と審査を
するための「まちなみ景観審議会」についても定めています。

A.南知多町の豊かな自然、歴史と文化によって育まれた魅力
ある景観を守り活用するために制定しました。

A.
・景観に大きく影響するような、建物や工作物・太陽光発電
設備について、景観への影響を少なくするように制限する
ことができます。

・良好な景観を形成するために特に必要な地区を、景観重点
地区として指定することができます。

・景観重要建造物と景観重要樹木を定め、その保全のための
基準や補助について定めることができます。

景観で絆
育む、

景観で選
ばれる理

由

をつくる

まちづく
り！

条例の本文はこちら！

４月から施行されます

南知多町まちなみ景観条例
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☎65－0711　FAX65－0694
minamichita@town.minamichita.lg.jp

HP番号　1004945

職種（募集人員） 応募資格 勤務時間 報酬単価

ごみ処理業務
作業員

（10人程度）

フォークリフトの作業有資格者で作
業経験のある方を希望しますが、資
格がなくても応募できます。

月～金曜日（祝日を含む）
8：30～17：00

第2第4土曜日（祝日を含む）
8：30～12：30
（週3日程度）

時給1,295円以上
※社会保険、雇用保
　険に加入

事務・用務員（2人）

事務員（1人）

普通自動車運転免許証を有し、パソ
コン操作（ワード・エクセル）ができる
方

月～金曜日（祝日を除く）
8：30～15：00
（週3日程度）

時給1,172円以上

知多南部衛生組合　会計年度任用職員募集
申込み・問合せ　知多南部衛生組合　総務課　☎62-0402

南知多町の景観について考えてみませんか?
南知多町まちなみ景観審議会委員募集!!

申込み・問合せ　まちなみ環境課（内線526・527）

任用期間　令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

受付期間　令和7年2月3日（月）～令和7年2月14日（金）
　　　　　土・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
提出書類　自筆申込書（申込書は知多南部クリーンセンターにあり、組合ホームページ（http://chitananbu.com/）か
　　　　　らもダウンロードできます。）
　　　　　※フォークリフトの作業資格を有する方は証明できる書類
そ の 他　面接日は決定次第ご連絡します。

・報酬以外に本組合で定めた諸手当が別途支給されます。
・作業内容に合わせて、動きやすい服装を各自でご準備ください。

　南知多町まちなみ景観審議会は、良好な景観の形成に関する事項を調査および審議することを目的に設
置し、専門的知識および経験を有する方、各種団体の代表者またはその指名する方、公募による町民など
10人以内で構成されます。
募集人数　2人
募集対象　次に記載するものをすべて満たす方
　（1）南知多町に住所を有しており、令和7年4
　　  月1日時点で引き続き住所を有する見込み
　　  である方
　（2）応募時の年齢が18歳以上である方
　　  （高校生は除く。）
　（3）良好な景観の形成に関する知識および関
　　  心があること
　（4）南知多町議会議員、南知多町職員でない
　　  こと
申込期限　2月28日（金）　消印有効

申込方法　いずれかの方法でお申し込みください。
　（1）あいち電子申請・届出システム
　　  ※QRコードからお申し込みください。
　（2）郵便、メール、FAX
　　  〒470-3495
　　  南知多町大字豊浜字貝ケ坪18
　　  まちなみ環境課宛
　　  FAX : 65-0694
　　  メール :
　　  kankyo@town.minamichita.lg.jp
　（3）まちなみ環境課
　　  申込書を窓口へご持参ください。

広 告

HP番号　1004946

ってどんな条例
？

Q.南知多町まちなみ景観条例って何？

Q.どうして条例を制定したの？

Q.条例があると何ができるの？

A.南知多町の景観を守るための制限や必要な届出と、良好な
景観を次世代に引継ぐための取り組みを定めた条例です。

　　また、良好な景観に関する事項について、調査と審査を
するための「まちなみ景観審議会」についても定めています。

A.南知多町の豊かな自然、歴史と文化によって育まれた魅力
ある景観を守り活用するために制定しました。

A.
・景観に大きく影響するような、建物や工作物・太陽光発電
設備について、景観への影響を少なくするように制限する
ことができます。

・良好な景観を形成するために特に必要な地区を、景観重点
地区として指定することができます。

・景観重要建造物と景観重要樹木を定め、その保全のための
基準や補助について定めることができます。

景観で絆
育む、

景観で選
ばれる理

由

をつくる

まちづく
り！

条例の本文はこちら！

４月から施行されます

南知多町まちなみ景観条例
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知多南部衛生組合　☎62-0402

歳入 12億555万8千円

歳出 11億7,045万4千円

●令和5年度ごみ処理量実績表（単位：トン）

※焼却灰を除く。

●目的別内訳 ●性質別内訳

人件費
1億2,812万1千円
（11.0%）

分担金および負担金
7億9,875万7千円（66.3%）

南知多町　　4億84万7千円
美 浜 町　　3億9,791万円

知多南部衛生組合 令和5年度の決算を公表します

歳出合計
11億7,045万4千円
（100%）

物件費
5億3,438万3千円
（45.7%）

維持補修費
838万4千円（0.7%）

扶助費
35万円（0.0%）

補助費
1,111万5千円
（0.9%）

公債費
3,823万3千円
（3.3%）

投資的経費
4億4,986万8千円
（38.4%）

歳入合計
12億555万8千円
（100%）

繰越金
2,830万5千円
（2.3%）

組合債
3億円（24.9%）

国庫支出金
2,950万8千円（2.4%）

諸収入Ｂ
3,469万2千円
（2.9%）

使用料および
手数料Ａ
1,429万6千円
（1.2%）財産収入

0千円（0.0%）

火葬場施設整備費G
1,375万円（1.2%）

公債費H
3,823万3千円（3.3%）

歳出合計
11億7,045万4千円
（100%）

議会費 16万8千円（0.0%）

総務費 6,723万6千円（5.7%）

ごみ処理費Ｃ
4億8,767万7千円
（41.7%）

環境衛生費Ｄ
3,357万5千円（2.9%）

し尿処理費Ｅ
1億5,727万8千円
（13.4%）

廃棄物処理施設整備費Ｆ
3億7,253万7千円（31.8%）

美浜町区　　分 南知多町
1,314
76

2,213
159

計

2,372

資 源 化 899
83埋立処理
計

Ｂ

Ａ歳

　入

Ｃ

歳

　
　
　
　
　出

Ｆ
G

H

Ｄ
Ｅ

ごみ収集運搬・処理および施設の維持管理経費
　ごみ処理総務費
　収集運搬費
　資源化施設費
　埋立処分費

中継施設使用料 129万2千円　　　　
火葬場使用料 477万9千円  （583件）
廃棄物処理手数料 822万5千円（5,639件）

火葬場の維持管理経費

預金利子 0円
雑　入 3,469万2千円

ごみ処理施設および火葬場施設等に借入れした
長期借入金の元利償還金
・令和5年度末地方債現在高　7億9,050万2千円

し尿処理施設の維持管理経費

旧火葬場施設解体工事に要した経費
ごみ焼却施設解体工事に要した経費
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知多南部衛生組合　☎62-0402

歳入 12億555万8千円

歳出 11億7,045万4千円

●令和5年度ごみ処理量実績表（単位：トン）

※焼却灰を除く。

●目的別内訳 ●性質別内訳

人件費
1億2,812万1千円
（11.0%）

分担金および負担金
7億9,875万7千円（66.3%）

南知多町　　4億84万7千円
美 浜 町　　3億9,791万円

知多南部衛生組合 令和5年度の決算を公表します

歳出合計
11億7,045万4千円
（100%）

物件費
5億3,438万3千円
（45.7%）

維持補修費
838万4千円（0.7%）

扶助費
35万円（0.0%）

補助費
1,111万5千円
（0.9%）

公債費
3,823万3千円
（3.3%）

投資的経費
4億4,986万8千円
（38.4%）

歳入合計
12億555万8千円
（100%）

繰越金
2,830万5千円
（2.3%）

組合債
3億円（24.9%）

国庫支出金
2,950万8千円（2.4%）

諸収入Ｂ
3,469万2千円
（2.9%）

使用料および
手数料Ａ
1,429万6千円
（1.2%）財産収入

0千円（0.0%）

火葬場施設整備費G
1,375万円（1.2%）

公債費H
3,823万3千円（3.3%）

歳出合計
11億7,045万4千円
（100%）

議会費 16万8千円（0.0%）

総務費 6,723万6千円（5.7%）

ごみ処理費Ｃ
4億8,767万7千円
（41.7%）

環境衛生費Ｄ
3,357万5千円（2.9%）

し尿処理費Ｅ
1億5,727万8千円
（13.4%）

廃棄物処理施設整備費Ｆ
3億7,253万7千円（31.8%）

美浜町区　　分 南知多町
1,314
76

2,213
159

計

2,372

資 源 化 899
83埋立処理
計

Ｂ

Ａ歳

　入

Ｃ

歳

　
　
　
　
　出

Ｆ
G

H

Ｄ
Ｅ

ごみ収集運搬・処理および施設の維持管理経費
　ごみ処理総務費
　収集運搬費
　資源化施設費
　埋立処分費

中継施設使用料 129万2千円　　　　
火葬場使用料 477万9千円  （583件）
廃棄物処理手数料 822万5千円（5,639件）

火葬場の維持管理経費

預金利子 0円
雑　入 3,469万2千円

ごみ処理施設および火葬場施設等に借入れした
長期借入金の元利償還金
・令和5年度末地方債現在高　7億9,050万2千円

し尿処理施設の維持管理経費

旧火葬場施設解体工事に要した経費
ごみ焼却施設解体工事に要した経費

☎65－0711　FAX65－0694
minamichita@town.minamichita.lg.jp

（相談） （アドバイス）

・スマートフォンに表示された広告を
見て、自分のSNSのフォロワーにメッ
セージを送るだけで簡単に報酬を得ら
れるという副業を見つけ、サポート料
９０万円を支払った。最初は少額の報
酬を受け取れたが、その後は報酬を
受け取るためという名目で更に支払い
を求められた。怪しいので、これまで
に支払ったお金を返金してほしい。

　農林水産省では、令和7年2月1日現在で
「2025年農林業センサス」を実施します。
　農業・林業を営むすべての方や法人が対象
です。
　対象の世帯に調査員が調査票を配布いたし
ますので、調査へのご理解とご協力をお願い
いたします。
　調査対象の方は法律で回答の義務が定め
られていますので、必ずご回答ください。
　なお、スマートフォン等を利用したオンライ
ンでの回答も可能です。
　オンライン回答は令和7年2月10日（月）ま
でです。
　「農林業センサス」は、国の農林業の未来に
つながる重要な調査です。
　回答内容は、統計を作成するためだけに使
われます。
　調査票の記入内容は厳重に保護されますの
で、安心してご回答ください。

次のことを理解しておきましょう。
・「メッセージを送るだけ」、「“いいね”を押すだけ」、「動
画広告を見るだけ」などと、簡単に稼げると強調する
副業の広告を安易に信じ込まないようにしましょう。
・氏名、住所、金融機関口座、免許証の写真等の個人
情報を求められても、悪用される恐れがあるので、安
易に明かさないようにしましょう。
・最初に簡単な作業をすると少額の報酬が得られること
がありますが、これは信じ込ませるための手口ですの
で注意しましょう。
・「副業のサポート費用」、「より高額な報酬を得られる副
業の費用」、「ミスをしたための処理費用」、「報酬を受け
取るための手数料」などと、様々な理由を付けて多額
の金銭を要求して来ても支払わないようにしましょう。

知多半田消費生活相談室
（クラシティ半田３階　市民交流センター内）　☎32‐2444
愛知県消費生活相談センター（愛知県自治センター１階）　☎０５２‐９６２‐０９９９

消費者トラブル情報
副業に関する相談件数が増加中！

2025年農林業センサスのご回答はお済みでしょうか
問合せ　産業振興課（内線253）
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34.4 37.3 15.8 6.7 3.3
1.4
1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１合未満 １合以上２合未満 ２合以上３合未満 ３合以上４合未満

４合以上５合未満 ５合以上 無回答

令和5年度けんこう南知多プラン調査結果報告書より

けんこう南知多プランワーキンググループ推進員会議

あなたの飲酒は適切ですか？

お酒とうまく付き合うために3つのルールを守りましょう

★3つのルールを守り、自分に合った飲酒習慣を身につけましょう！

　令和6年度のけんこう南知多プランの重点目標は「たばこ・アルコール」です。令和６年10月23日にけんこう南知多プランの
ワーキンググループ推進員会議を行いました。この取り組みを充実させるため、愛知県断酒連合会（略称：断酒会）の会員お二
方をお招きしました。

　最初に会員お二方から「断酒会」について紹介していただき、続い
てご自身の体験談についてお話しいただきました。体験談について
はその時の描写が見えるほど、とても詳しくお話いただきました。
　ご自身がアルコール依存症になった経緯や断酒会との
出会い、それからの自身のお気持ちや行動の変化などに
ついて直接お聞きすることができ、困難な状況を乗り越
えていこうと努力している姿に推進員の皆さまも心を打
たれていました。

　その後、町の現状や来期のけんこう南知多プランに関するお話を
した後に参加者同士でグループワークを行いました。
　みなさんの喫煙・禁煙に関する体験談や「たばこ・アルコール」の
健康に関して感じていることを話し、気持ちの共有を行いました。
　このグループワークにてグループのメンバーに禁煙ができた方への
質問についてお聞きしました。その内容については先月号（1月号）に
掲載されていますので、ぜひご覧ください。

を開催
しました

断酒会ってなに？
・お酒をやめたい本人（やめなければならない本人）とその家族のための自助グループです。
断酒会に入会できる人は？
・断酒したい人（しなければならない人）ならだれでも入会できます。アルコール依存症本人の家族、関係者も入会できます。
断酒会に入会できる人の制限は？
・老若男女問いません。また、何の制限もありません。
入会するためには？
・地域断酒会で開催されている定例会などで入会手続きをし、入会申込書を提出します。
　断酒会についてさらに詳しい内容を知りたい方は、「愛知県断酒連合会」のホームページをご確認ください。

①一度にたくさん飲まないようにしましょう：一度にたくさんの飲酒をすると「急性アルコール中毒」になる危険がありま
す。急性アルコール中毒は最悪の場合、死に至ります。

②お酒の強要（アルハラ）をしない：アルハラはアルコールハラスメントの略です。お酒を飲むことを強く強要することは迷惑
行為であり人を傷つける人権侵害にもあたります。

③長期にわたって大量に飲まない：アルコールは依存性物質です。長期に大量に飲酒を続けると、だれもがアルコール依存
症になる危険性があります。

★下記は昨年度、皆さんの1日の飲酒量を調査したものです。1日の
飲酒にあたり、1合以上飲んでいる方は全体の6割以上を占めて
いることがわかりました。また、別のアンケートでは1週間に3日
以上飲酒している方は約2割いらっしゃいました。あなたのお酒
との付き合い方はいかがですか？一度見直してみましょう。

知っていますか？

生活習慣病のリスクを高める純アルコール量

純アルコール20ｇ（1合）とは…

★週に1～2日休肝日を設けることも大切です。

●問合せ
健康こども課（内線511～514）

ビール
度数：5％
量：500ml

日本酒
度数：15％
量：180ml

男性：40ｇ 女性：20ｇ

など
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34.4 37.3 15.8 6.7 3.3
1.4
1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１合未満 １合以上２合未満 ２合以上３合未満 ３合以上４合未満

４合以上５合未満 ５合以上 無回答

令和5年度けんこう南知多プラン調査結果報告書より

けんこう南知多プランワーキンググループ推進員会議

あなたの飲酒は適切ですか？

お酒とうまく付き合うために3つのルールを守りましょう

★3つのルールを守り、自分に合った飲酒習慣を身につけましょう！

　令和6年度のけんこう南知多プランの重点目標は「たばこ・アルコール」です。令和６年10月23日にけんこう南知多プランの
ワーキンググループ推進員会議を行いました。この取り組みを充実させるため、愛知県断酒連合会（略称：断酒会）の会員お二
方をお招きしました。

　最初に会員お二方から「断酒会」について紹介していただき、続い
てご自身の体験談についてお話しいただきました。体験談について
はその時の描写が見えるほど、とても詳しくお話いただきました。
　ご自身がアルコール依存症になった経緯や断酒会との
出会い、それからの自身のお気持ちや行動の変化などに
ついて直接お聞きすることができ、困難な状況を乗り越
えていこうと努力している姿に推進員の皆さまも心を打
たれていました。

　その後、町の現状や来期のけんこう南知多プランに関するお話を
した後に参加者同士でグループワークを行いました。
　みなさんの喫煙・禁煙に関する体験談や「たばこ・アルコール」の
健康に関して感じていることを話し、気持ちの共有を行いました。
　このグループワークにてグループのメンバーに禁煙ができた方への
質問についてお聞きしました。その内容については先月号（1月号）に
掲載されていますので、ぜひご覧ください。

を開催
しました

断酒会ってなに？
・お酒をやめたい本人（やめなければならない本人）とその家族のための自助グループです。
断酒会に入会できる人は？
・断酒したい人（しなければならない人）ならだれでも入会できます。アルコール依存症本人の家族、関係者も入会できます。
断酒会に入会できる人の制限は？
・老若男女問いません。また、何の制限もありません。
入会するためには？
・地域断酒会で開催されている定例会などで入会手続きをし、入会申込書を提出します。
　断酒会についてさらに詳しい内容を知りたい方は、「愛知県断酒連合会」のホームページをご確認ください。

①一度にたくさん飲まないようにしましょう：一度にたくさんの飲酒をすると「急性アルコール中毒」になる危険がありま
す。急性アルコール中毒は最悪の場合、死に至ります。

②お酒の強要（アルハラ）をしない：アルハラはアルコールハラスメントの略です。お酒を飲むことを強く強要することは迷惑
行為であり人を傷つける人権侵害にもあたります。

③長期にわたって大量に飲まない：アルコールは依存性物質です。長期に大量に飲酒を続けると、だれもがアルコール依存
症になる危険性があります。

★下記は昨年度、皆さんの1日の飲酒量を調査したものです。1日の
飲酒にあたり、1合以上飲んでいる方は全体の6割以上を占めて
いることがわかりました。また、別のアンケートでは1週間に3日
以上飲酒している方は約2割いらっしゃいました。あなたのお酒
との付き合い方はいかがですか？一度見直してみましょう。

知っていますか？

生活習慣病のリスクを高める純アルコール量

純アルコール20ｇ（1合）とは…

★週に1～2日休肝日を設けることも大切です。

●問合せ
健康こども課（内線511～514）

ビール
度数：5％
量：500ml

日本酒
度数：15％
量：180ml

男性：40ｇ 女性：20ｇ

など

●時間外に急病でお困りの時は救急医療情報センターへ（☎28－1133）
●小児救急電話相談 （受付時間：毎日午後7時～翌午前8時）プッシュホンなら＃8000または052－962－9900

●受付時間　午前9時～正午
●急病以外の診療、往診はできません
●都合により変更となる場合があります２月の休日急病当番医

◎予約制・時間指定で行っています。指定された時間にお越しいただくよう、ご協力をお願いします。

ところ受付時間と　き

3月
7日（金）

13：00～13：15

内容

3～4か月児健康診査

フッ素塗布

すこやかサロン

2月
6日（木）

9：00～
10：00～

9：30～10：30

10：00～10：30

育児やこどもの発達・栄養の相
談など
計測だけでも大歓迎です

幼児歯科健診、ブラッシング指
導、フッ素塗布、育児相談など

こどもすくすく相談

3月
28日（金）
3月
4日（火）

3月
6日（木）

保健センター

パパママセミナー 3月
3日（月） 10：00～12：00

妊娠中の生活・お産・歯の健康・食
生活の話など
子育て支援センター「おひさま」の
紹介

献血 2月
27日（木）

①10：00～13：00
②15：15～16：30

４００㎖献血限定
①保健センター
②南知多病院

保健センター

日間賀島公民館

篠島開発
総合センター

9：30～9：45 計測、離乳食のお話、ふれあい
遊びなど

3月
12日（水）

豊丘むくろじ会館　2階
（子育て支援センター）

乳
幼
児
健
診

相
談
・
交
流

歯
科
健
診

そ
の
他

保健センター
問診、身体計測、内科診察など
お子さんの成長を一緒に確認し
ていきましょう

医療機関名当番日月

2
月

3
月

診療科目
（特医）共生会 みどりの風 南知多病院

（医）大岩医院（豊浜）

知多厚生病院（担当医：白井医院）

（医）浜田整形外科・内科クリニック

大岩医院（内海）

知多厚生病院（担当医：榊原医院）

知多厚生病院（担当医：前田医院）

（医）浜田整形外科・内科クリニック

内科

内科・小児科

内科

整形外科・内科

内科

内科・小児科

内科・小児科

整形外科・内科

65－1111

65－0184

82－0395

82－5511

62－0138

82－0395

82－0395

82－5511

2（日）

9（日）

11（火）

16（日）

23（日）

24（月）

2（日）

9（日）

電話番号

保健センター　☎65－0711（内線511～514）
翌月15日までの日程を掲載しています。

予定２月の
乳幼児健診・歯科健診・相談・交流の際
は必ず母子健康手帳をお持ちください

対象者には郵送でお知らせ
を送ります（個別通知）

このマークは
予約制です
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広 告

☎65－0711　FAX65－0694
minamichita@town.minamichita.lg.jp

HP番号　1000826

　申告相談は午前8時45分より整理券を配付します。１日に受け付けできる人数が限られておりますのであらかじ
めご了承ください。

●役場では受け付けられない申告
　以下の場合は、役場で申告相談ができません。半
田税務署会場の半田赤レンガ建物にて申告相談をお
願いします。
・住宅ローン１年目の申告
・亡くなった方の申告
・過年分の確定申告、修正申告、更正の請求
・土地や建物、株式を売却した分離所得の申告
・青色申告

●申告に必要なもの
　マイナンバーのわかるもの
　本人確認書類(免許証、保険証）
・還付のある方…　本人名義の預貯金通帳など
・所得関係
　給与・年金・外交員報酬などのある方…　源泉徴
　収票、支払調書
　事業・農業・不動産所得などのある方…　収支内
　訳書（収支内訳書を完成させた申告のみ受け付けます）
・所得控除関係
　寄付金の控除証明書
　生命保険料・地震保険料控除証明書
　医療費通知書、身体障害者手帳など
＊介護認定を受けている方で障がい者に準ずると認
　められる場合には、障がい者控除が受けられます。
　ふくし課で証明を受けてください。

●医療費控除の申告について【重要】
　必ず前年中の医療費をまとめた「医療費控除の明
細書」を提出してください。病院・薬局などの領収書、

医療費通知のみでは控除の適用ができません。また、
領収書は自宅で５年間保存し、医療費通知は明細書
に添付してください。

●インターネットによる所得税の確定申告をご利用
　ください
　インターネットによる申告（e-Tax）が便利です。
この機会にぜひご利用ください。
　詳しくは、半田税務署（☎21-3141)へお問い合わ
せください。

スマートフォンで申告する場合
　用意するもの
　スマートフォン（マイナンバーカード対応のもの）
　マイナンバーカード
　マイナンバーカード受取時に設定したパスワード
　①利用者証明用電子証明書のパスワード（数字４桁）
　②署名用電子証明書のパスワード（英数字６桁～１６桁）
　源泉徴収票など必要な書類

パソコンで申告する場合
　用意するもの
　パソコン
　スマートフォン（マイナンバーカード対応のもの）
　マイナンバーカード
　マイナンバーカード受取時に設定したパスワード
　①利用者証明用電子証明書のパスワード（数字４桁）
　②署名用電子証明書のパスワード（英数字６桁～１６桁）
　申告書作成に必要な書類

令和7年度町県民税申告相談日程表（令和6年分所得）

※受け付け時間は午前、午後ともに終了時間30分前までとなります。
※役場本庁では地区指定日以外の申告受け付けを行っています。
　2月17日（月）～3月17日（月）　時間は午前９時～正午、午後１時～4時までです（整理券による1日の受付人数制限あり）。

税の申告はお早めに！

申告相談は2月17日から3月17日まで
問合せ　税務課（内線145・146）

新居・半月
中　　村

篠　島
師　崎

大井・片名

北　　脇
内 福 寺

西　　端
利　　屋

山　　田

楠・名切

2月17日（月）
2月18日（火）
2月19日（水）
2月20日（木）
2月21日（金）
2月25日（火）
2月26日（水）
2月27日（木）
2月28日（金）
3月 3日（月）
3月 5日（水）
3月 6日（木）
3月10日（月）
3月11日（火）

神戸・西村・松原

内海

日間賀島 日間賀島公民館

師崎

豊浜

篠島

山海

篠島開発総合センター
日間賀島

町公民館内海分館
(内海サービスセンター)

申告相談会場

大井公民館
（師崎サービスセンター)

役場 大会議室(3階)
初神・鳥居

中 之 郷

中　洲

小野・岩屋・大泊
乙　　方

小佐・高浜

午後1時～4時

東　　端

受付月日地　区 午前9時～正午

吹　　越

馬　　場
岡　　部
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HP番号　1000826

「住宅借入金等特別控除」申告説明会について
問合せ　半田税務署　☎21-3141　※自動音声案内「0」を選択してください。

半田税務署「令和6年分所得税確定申告」について

問合せ　半田税務署　☎21-3141　※自動音声案内「0」を選択してください。

　営業、農業、その他の事業、土地や建物・株式の譲渡所得などの所得税、消費税、贈与税などの
納税相談が必要な方の申告会場は半田赤レンガ建物です。
　役場・サービスセンターなどでは受け付けできません。

申告会場にご注意を!

と　き 2月17日（月）～3月17日（月）
　　※土日祝日を除く。3月2日（日）は開設。
　午前９時～午後５時（受付：午前9時～午後4時）

ところ　半田赤レンガ建物（半田市榎下町8番地）

と　き ２月12日（水）～２月14日（金）3日間
　　　　午前９時～午後５時（受付：午前9時～午後4時）
ところ　 半田赤レンガ建物（半田市榎下町８番地）

・確定申告会場では、基本的にご自身のスマホで申告していただきます。
　来場の際には、事前にマイナポータルアプリをインストールするほか、
　①源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
　②スマホおよびマイナンバーカード（※）
　（※）マイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必要です。
　　・署名用電子証明書（英数字６桁～１６桁）
　　・利用者証明用電子証明書（数字４桁）
　が必要になりますので、ご準備をお願いします。
・会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は会場で当日配付のほか、国税庁のLINE公
　式アカウントから事前に取得することも可能です。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
・駐車場の混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
・国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では画面の案内に従って、ご自宅のパソコンまたは
　スマホで確定申告書の作成ができます。
・問い合わせ先は、半田税務署です。半田赤レンガ建物への問い合わせは、ご遠慮ください。

チャットボットでの相談

国税庁ＬＩＮＥ
公式アカウント

確定申告書等
作成コーナー

・確定申告会場は混雑が予想されます。半田税務署において電話やチャットボットによる申告相談にも
　対応していますので、ぜひご利用ください。

・住宅借入金等特別控除は、一定の要
件に該当する方にのみ適用すること
ができますので、説明会にお越しに
なる前に、国税庁のホームページで
適用要件、必要書類をご確認くださ
い。

・説明会では、確定申告書の作成およ
び提出が可能です。
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HP番号　1000826

「住宅借入金等特別控除」申告説明会について
問合せ　半田税務署　☎21-3141　※自動音声案内「0」を選択してください。

半田税務署「令和6年分所得税確定申告」について

問合せ　半田税務署　☎21-3141　※自動音声案内「0」を選択してください。

　営業、農業、その他の事業、土地や建物・株式の譲渡所得などの所得税、消費税、贈与税などの
納税相談が必要な方の申告会場は半田赤レンガ建物です。
　役場・サービスセンターなどでは受け付けできません。

申告会場にご注意を!

と　き 2月17日（月）～3月17日（月）
　　※土日祝日を除く。3月2日（日）は開設。
　午前９時～午後５時（受付：午前9時～午後4時）

ところ　半田赤レンガ建物（半田市榎下町8番地）

と　き ２月12日（水）～２月14日（金）3日間
　　　　午前９時～午後５時（受付：午前9時～午後4時）
ところ　 半田赤レンガ建物（半田市榎下町８番地）

・確定申告会場では、基本的にご自身のスマホで申告していただきます。
　来場の際には、事前にマイナポータルアプリをインストールするほか、
　①源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
　②スマホおよびマイナンバーカード（※）
　（※）マイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必要です。
　　・署名用電子証明書（英数字６桁～１６桁）
　　・利用者証明用電子証明書（数字４桁）
　が必要になりますので、ご準備をお願いします。
・会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は会場で当日配付のほか、国税庁のLINE公
　式アカウントから事前に取得することも可能です。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
・駐車場の混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
・国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では画面の案内に従って、ご自宅のパソコンまたは
　スマホで確定申告書の作成ができます。
・問い合わせ先は、半田税務署です。半田赤レンガ建物への問い合わせは、ご遠慮ください。

チャットボットでの相談

国税庁ＬＩＮＥ
公式アカウント

確定申告書等
作成コーナー

・確定申告会場は混雑が予想されます。半田税務署において電話やチャットボットによる申告相談にも
　対応していますので、ぜひご利用ください。

・住宅借入金等特別控除は、一定の要
件に該当する方にのみ適用すること
ができますので、説明会にお越しに
なる前に、国税庁のホームページで
適用要件、必要書類をご確認くださ
い。

・説明会では、確定申告書の作成およ
び提出が可能です。

HP番号　1002525

口と世帯数（住民基本台帳）人
区分

地区 計（人）女（人） 世帯数男（人）

内の火災・救急・交通事故町 12月

件　数
死　者

交通事故

火災と救急
火　災

重軽傷者

救　急

消防団員募集中！ 詳しくは防災交通課まで。

口座振替をご利用の方は、預金残高の確認をお
願いします。

月の納税2
◆国民健康保険税………………８ 期
※納　　期　　限………  2月28日（金）

2人（22人）

2件（21件）
0人（  1人）

112件（1,132件）
1件（       8件）

（　）内は令和6年1月からの累計　　　 令和6年12月末現在

うち外国人

篠 　 島

豊 　 浜
内 　 海

師 　 崎

計

日間賀島

537320 614294

4,3752,2352,140 1,992
4,2412,2531,988 2,028
3,8121,9001,912 1,829
1,433695738 594
1,645851794 592
15,506
(-51)

7,934
(-40)

7,572
(-11)

7,035
(-14)

死亡 29人出生 4人 転入 70人

その他増減　　　  3人
転出 99人

12月中の異動

（　）内は前月比 令和6年12月末現在

　「広報みなみちた」は町民の皆さんに役立つ情
報を届けることを目指しています。より良い広報
誌にするために皆さんの意見を募集しています。
広報誌に掲載してほしい情報や、もっとこうした
ら良いというご意見など、どんなことでも結構で
す。皆さんの声をお聞かせください。

●満一歳とは?
　広報紙の裏面を使って、 満一歳を迎えるお子 
さんを紹介するコーナーです。 
　掲載にご協力いた
だいた方には、掲載月
の広報やお子さんの
写真を使用したオリジ
ナル缶バッジなどをプ
レゼントします!
　満一歳を迎えてか
ら1年以内であれば掲
載可能ですので、ぜ
ひご応募ください。
●応募方法
　郵送、メールまたは町公式ホームページよりご
　応募ください。
E-mail　soumu@town.minamichita.lg.jp
郵　送　〒470-3495
　　　　愛知県知多郡南知多町大字豊浜
　　　　字貝ヶ坪18番地
　　　　南知多町役場　総務課宛
町公式ホームページ
　　　　右記二次元バーコードより
　　　　ご確認ください。

問合せ　総務課
電　話　65-0711（内線216・217）
F A X　65-0694
E-mail　soumu@town.minamichita.lg.jp
郵　送　〒470-3495
　　　　愛知県知多郡南知多町大字豊浜
　　　　字貝ヶ坪18番地
　　　　南知多町役場　総務課宛
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